
京都工芸繊維大学大学院学則（案） 

 

昭和６３年９月３０日 制定 

終改正 平成  年  月  日 

 

 京都工芸繊維大学大学院学則（昭和４０年４月１日制定）の全部を改正する。 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この学則は、京都工芸繊維大学通則（以下「通則」という。）第４９条第２項の規定

に基づき、京都工芸繊維大学大学院（以下｢大学院｣という。）について必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄

与することを目的とする。 

 （研究科及び学域） 

第３条 大学院に、工芸科学研究科（以下「研究科」という。）を置く。 

２ 本学に、学生の教育上の区分として、次の学域を置く。 

生命物質科学域 

設計工学域 

造形科学域 

  繊維学域 

  基盤教育学域 

 （課程） 

第４条 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」とい

う。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分する。 

２ 博士前期課程は、修士課程として取り扱う。 

３ 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高

度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

４ 博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の

研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

 （専攻） 

第５条 研究科に、次の専攻を置く。 

博士前期課程 

生命物質科学域 

 応用生物学専攻 

 材料創製化学専攻 

 材料制御化学専攻 

 物質合成化学専攻 

 機能物質化学専攻 

設計工学域 

 電子システム工学専攻 
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 情報工学専攻 

 機械物理学専攻 

 機械設計学専攻 

 デザイン経営工学専攻 

造形科学域 

 デザイン学専攻 

 建築学専攻 

 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻 

繊維学域 

 先端ファイブロ科学専攻 

 バイオベースマテリアル学専攻 

博士後期課程 

生命物質科学域 

 バイオテクノロジー専攻 

 物質・材料化学専攻 

設計工学域 

 電子システム工学専攻 

 設計工学専攻 

造形科学域 

 デザイン学専攻 

 建築学専攻 

繊維学域 

 先端ファイブロ科学専攻 

 バイオベースマテリアル学専攻 

 （学生定員） 

第６条 研究科の学生定員は、次の表のとおりとする。 

 

学 域 課  程 専   攻 入学定員 収容定員 
 
生命物質 
科学域 

 
博士前期 
課程 

 

 
応用生物学専攻 
材料創製化学専攻 
材料制御化学専攻 
物質合成化学専攻 
機能物質化学専攻 

人

４０

３３

３２

３３

３２

人 
８０ 
６６ 
６４ 
６６ 
６４ 

設計工学域 電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械物理学専攻 
機械設計学専攻 
デザイン経営工学専攻 

５０

４６

３７

３０

２０

１００ 
９２ 
７４ 
６０ 
４０ 

造形科学域 デザイン学専攻 
建築学専攻 
京都工芸繊維大学・チェ

ンマイ大学国際連携建築

２５

７１

４

５０ 
１４２ 

８ 
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学専攻 
繊維学域 先端ファイブロ科学専攻 

バイオベースマテリアル

学専攻 

３５

２２

７０ 
４４ 

計 ５１０ １０２０ 
生命物質 
科学域 

博士後期 
課程 

 

バイオテクノロジー専攻 
物質・材料化学専攻 

６

１３

１８ 
３９ 

設計工学域 電子システム工学専攻 
設計工学専攻 

５

１０

１５ 
３０ 

造形科学域 デザイン学専攻 
建築学専攻 

５

７

１５ 
２１ 

繊維学域 先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル

学専攻 

８

６

２４ 
１８ 

計 ６０ １８０ 
合      計 ５７０ １，２００ 

 （修業年限） 

第７条 博士前期課程の標準修業年限は、２年とする。 

２ 博士後期課程の標準修業年限は、３年とする。 

 （在学年限） 

第８条 博士前期課程の学生は４年を、博士後期課程の学生は５年を超えて在学することがで

きない。 

 （学年、学期及び休業日） 

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 学年を分けて、次の２学期とする。 

春学期 ４月１日から９月３０日まで 

秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

３ 前項の規定にかかわらず、学長は、教育研究評議会の議を経て、春学期及び秋学期の期間

を変更することができる。 

４ 休業日については、通則第３条の規定を準用する。 

   第２章 入学の時期、入学資格、休学等 

 （入学の時期） 

第１０条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、秋学期の始めとすることがある。 

 （博士前期課程の入学資格） 

第１１条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

 (1) 大学を卒業した者 

 (2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を授

与された者 

 (3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 
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 (5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 

 (6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 

 (7) 文部科学大臣の指定した者 

 (8) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学したものであって、研究科にお

いて、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

 (9) 研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、２２歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、研究科において、 

本学の定める単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者を博士前期課程に入学させ

ることがある。 

 (1) 大学に３年以上在学した者 

 (2) 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１５年の課程を修了した者 

 (4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１５年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 

 （博士後期課程の入学資格） 

第１２条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

 (1) 修士の学位又は専門職学位（学校教育法第１０４条第１項の規定に基づき学位規則（昭

和２８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下この条において

同じ。）を有する者 

 (2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (5) 文部科学大臣の指定した者 

 (6) 研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力

があると認めた者で、２４歳に達したもの 

（入学の出願及び入学者選抜等） 

第１３条 入学の出願及び入学者の選抜並びに入学の許可は、通則第６条から第７条までの規
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定を準用する。 

（再入学及び転入学） 

第１４条 大学院を退学した者で再入学を志願する者又は他の大学の大学院から転入学を志願

する者については、選考の上、許可することがある。 

 （休学等） 

第１５条 休学、退学、転学及び留学については、それぞれ通則第１７条から第２１条まで、

第２２条、第２３条及び第２３条の２の規定を準用する。この場合において、第１７条、第

１８条、第２０条、第２２条、第２３条及び第２３条の２第１項中「学部長」とあるのは「

研究科長」と、第２１条第１項中「４年」とあるのは「博士前期課程にあっては２年を、博

士後期課程にあっては３年」と読み替えるものとする。 

   第３章 教育方法 

 （授業及び研究指導） 

第１６条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という。）によって行うものとする。 

 （授業科目） 

第１７条 授業科目及びその単位数並びに履修方法については、規則で定める。 

２ 単位数計算の基準については、通則第１５条の規定を準用する。 

 （他大学大学院における授業科目の履修） 

第１８条 教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は外国の大学の大学院と協議の上、

学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることがある。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、博士前期課程の学生にあっ

ては１０単位を、博士後期課程の学生にあっては４単位を限度として当該各課程において修

得したものとみなすことがある。 

３ 前２項の規定は、外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修する場合について準用する。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第１９条 教育上有益と認めるときは、本学大学院に入学する前に大学院（外国の大学院を含

む）において修得した単位を本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修

により修得したものとみなすことがある。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学の場合を除き、本

学大学院において修得した単位以外のものについては、博士前期課程の学生にあっては１０

単位を、博士後期課程の学生にあっては４単位を、それぞれ超えないものとする。 

 （他大学大学院等における研究指導） 

第２０条 教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の

大学院若しくは研究所等と協議の上、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指

導を受けることを認めることがある。 

２ 前項の規定により受ける研究指導の期間は、博士前期課程の学生にあっては１年を超えな

いものとする。 

３ 第１項の規定により受けた研究指導は、研究科において受けた研究指導の全部又は一部と

して認定することがある。 
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 （教育方法の特例） 

第２０条の２ 教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがある。 

   第４章 課程修了の要件及び学位 

 （博士前期課程修了の要件） 

第２１条 博士前期課程の修了の要件は、当該課程に２年以上在学し、３０単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及

び 終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた

と認められる者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

 （博士後期課程修了の要件） 

第２２条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、１６単位以上を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び 終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げたと認められる者については、当該課程

に１年（修士課程を修了した者にあっては、博士後期課程における１年以上の在学期間と修

士課程における在学期間を合算して３年）以上在学すれば足りるものとする。 

 （学位） 

第２３条 博士前期課程を修了した者には修士の学位を授与し、その学位に付記する専攻分野

は、次のとおりとする。 

応用生物学専攻 農学 

材料創製化学専攻 工学 

材料制御化学専攻 工学 

物質合成化学専攻 工学 

機能物質化学専攻 工学 

電子システム工学専攻 工学 

情報工学専攻 工学 

機械物理学専攻 工学 

機械設計学専攻 工学 

デザイン経営工学専攻 工学 

デザイン学専攻 工学 

建築学専攻 工学又は建築設計学 

京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻 建築学 

先端ファイブロ科学専攻 工学 

バイオベースマテリアル学専攻 工学 

２ 博士後期課程を修了した者には博士の学位を授与し、その学位に付記する専攻分野は、学

術とする。ただし、教育研究の内容によっては、その専攻分野を工学とすることがある。 

３ 前項に定めるもののほか、博士の学位は、博士後期課程を経ない者であっても、本学に博

士の学位の授与を申請し、博士論文を提出してその審査に合格し、かつ、当該課程を修了し

た者と同等以上の学力があると確認された者にも授与する。 

 （学位規則） 

第２４条 学位論文の審査及び 終試験の方法その他学位に関し必要な事項は、京都工芸繊維
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大学学位規則の定めるところによる。 

 （教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第２５条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和２４

年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める

所要の単位を修得しなければならない。 

２ 研究科において当該所要資格を取得できる教員の普通免許状の種類及び教科は、次のとお

りとする。 

 
課  程 

 
専      攻 

普通免許状の種類及び教科 
中学校教諭

専修免許状

高等学校教諭 
専 修 免 許 状 

博士前期

課程 
応 用 生 物 学 専 攻 理  科 理  科 
材 料 創 製 化 学 専 攻 理  科 理  科 
材 料 制 御 化 学 専 攻 理  科 理  科 
物 質 合 成 化 学 専 攻 理  科 理  科 
機 能 物 質 化 学 専 攻 理  科 理  科 
電 子 シ ス テ ム 工 学 専 攻 数  学 数  学 
情 報 工 学 専 攻 数  学 数  学 
デ ザ イ ン 経 営 工 学 専 攻 工  業 
デ ザ イ ン 学 専 攻  工  業 
建 築 学 専 攻  工  業 
先 端 フ ァ イ ブ ロ 科 学 専 攻 理  科 理  科 
バイオベースマテリアル学専攻 理  科 理  科 

   第５章 表彰、懲戒及び除籍 

 （表彰、懲戒及び除籍） 

第２６条 表彰、懲戒及び除籍については、それぞれ通則第３６条、第３７条及び第２４条の

規定を準用する。この場合において、第３６条及び第２４条中「学部長」とあるのは「研究

科長」と読み替えるものとする。 

   第６章 検定料、入学料及び授業料 

 （検定料、入学料及び授業料） 

第２７条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法その他の必要な事項については、国

立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則（平成１６年４月８

日制定）に定めるところによるものとし、通則第３０条から第３５条までの規定は、これを

準用する 

２ 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。 

   第７章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、特別受入学生、国際交

流学生及び外国人留学生 

 （研究生） 

第２８条 研究科において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、

教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生について必要な事項は、別に定める。 

 （科目等履修生） 

第２９条 研究科において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育

研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 
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２ 科目等履修生が履修し、試験に合格した授業科目については所定の単位を与える。 

３ 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第３０条 他の大学の大学院又は外国の大学院の学生で、研究科において授業科目を履修する

ことを志願する者があるときは、当該他の大学の大学院等と協議の上特別聴講学生として入

学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

 （特別研究学生） 

第３１条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、研究科において特定の研究課

題について研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院と協議の上、特別

研究学生として入学を許可することがある。 

２ 特別研究学生について必要な事項は、別に定める。 

 （特別受入学生） 

第３１条の２ 本学が実施する人材育成事業に際し、当該事業に関連する他の団体等（以下

「関連団体等」という。）との協議に基づき、当該関連団体等の推薦する者を特別受入学生

として入学を許可することがある。 

２ 特別受入学生は、特定の課題研究のほか、当該事業に関連する授業科目を履修することが

ある。 

３ 特別受入学生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。 

４ 特別受入学生に関し必要な規定は、規則で定める。 

 （国際交流学生） 

第３１条の３ 本学が外国の大学又は研究機関と締結する国際交流協定及び学生交流覚書に基

づき、当該外国の大学又は研究機関が派遣する学生を国際交流学生として入学を許可するこ

とがある。 

２ 国際交流学生は、特定の研究課題について研究指導を受け、又は授業科目を履修する。 

３ 国際交流学生が履修し試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。 

４ 国際交流学生に関し必要な規定は、規則で定める。 

 （外国人留学生） 

第３２条 日本の大学において教育を受ける目的をもって入国し、又は入国しようとする外国

人で、研究科に入学を志願する者があるときは、研究科の教育研究に支障のない限り、特別

に選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の外国人留学生は、研究科の学生定員の枠外とすることがある。 

３ 第１項による入学選考については、別に定める。 

 （国際連携専攻） 

第３３条 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻において、チェンマイ大学

との協議により、この学則と異なる取扱いをする場合は、チェンマイ大学と締結する協定書

又は覚書において別に定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この学則は、昭和６３年１０月１日から施行する。 
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２ この学則施行前の工芸学研究科及び繊維学研究科は、この学則による改正後の学則第３条

の規定にかわわらず、昭和６３年９月３０日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学

しなくなる日までの間、存続するものとし、教育課程及び履修方法は、なお従前の例による。 

３ この学則施行後の工芸科学研究科の各専攻は、昭和６４年度から学生を入学させるものと

する。 

４ 第６条に定める学生の総定員は、同条の規定にかかわらず、昭和６４年度から昭和６５年

度までは、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 ６４年度 ６５年度 

博士前期課程 

 

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

電 子 情 報 工 学 専 攻

物 質 工 学 専 攻

造 形 工 学 専 攻

応 用 生 物 学 専 攻

高 分 子 学 専 攻

人 

１８  

１６  

２６  

２６  

１２  

２２  

人

３６ 

３２ 

５２ 

５２ 

２４ 

４４ 

計 １２０  ２４０ 

博士後期課程 

機 能 科 学 専 攻

材 料 科 学 専 攻

情 報 ・ 生 産 科 学 専 攻

１０  

８  

８  

２０ 

１６ 

１６ 

計 ２６  ５２ 

合         計 １４６  ２９２ 

   附 則 

 この学則は、平成元年３月２３日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成元年４月２７日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この学則は、平成２年５月１７日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この学則は、平成３年２月７日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成３年１１月２１日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

   附 則 

 この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 第６条に定める学生の総定員は、同条の規定にかかわらず、平成５年度及び平成６年度に

ついては、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成５年度 平成６年度 
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博士前期課程 

 

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

電 子 情 報 工 学 専 攻

物 質 工 学 専 攻

造 形 工 学 専 攻

応 用 生 物 学 専 攻

高 分 子 学 専 攻

人 

３６  

３９  

５９  

５９  

２４  

４４  

人

３６ 

４６ 

６６ 

６６ 

２４ 

４４ 

計 ２６１  ２８２ 

博士後期課程 

機 能 科 学 専 攻

材 料 科 学 専 攻

情 報 ・ 生 産 科 学 専 攻

３２  

２６  

２６  

３４ 

２８ 

２８ 

計 ８４  ９０ 

合         計 ３４５  ３７２ 

   附 則 

 この学則は、平成５年７月１５日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成５年９月１６日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成６年７月１４日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成６年１０月２０日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の総定員は、同条の規定にかかわらず、平成８年度及び平成

９年度については、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成８年度 平成９年度 

博士前期課程 

 

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

電 子 情 報 工 学 専 攻

物 質 工 学 専 攻

人 

３６  

４６  

６６  

人

３６ 

４６ 

６６ 

 

造 形 工 学 専 攻

応 用 生 物 学 専 攻

高 分 子 学 専 攻

 

６６  

２５  

４４  

６６ 

２６ 

４４ 

計 ２８３  ２８４ 

博士後期課程 

機 能 科 学 専 攻

材 料 科 学 専 攻

情 報 ・ 生 産 科 学 専 攻

４２  

３０  

３０  

４８ 

３０ 

３０ 

計 １０２  １０８ 

合         計 ３８５  ３９２ 
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   附 則 

 この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成１０年度から

平成１３年度までは、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 
平 成

１ ０ 年 度

平 成

１ １ 年 度

平 成 

１ ２ 年 度 

平 成

１ ３ 年 度

博士前期課程 

 

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

電 子 情 報 工 学 専 攻

物 質 工 学 専 攻

造 形 工 学 専 攻

応 用 生 物 学 専 攻

高 分 子 学 専 攻

先端ファイブロ科学専攻

人

３６ 

４４ 

６６ 

６６ 

２６ 

４２ 

２２ 

人

３６ 

４２ 

６６ 

６６ 

２６ 

４０ 

４４ 

人 

３６  

４２  

６６  

６６  

２６  

４０  

４４  

人

３６ 

４２ 

６６ 

６６ 

２６ 

４０ 

４４ 

計 ３０２ ３２０ ３２０  ３２０ 

博士後期課程 

機 能 科 学 専 攻

材 料 科 学 専 攻

情 報 ・ 生 産 科 学 専 攻

先端ファイブロ科学専攻

５４ 

３０ 

３０ 

０ 

５４ 

３０ 

３０ 

０ 

５３  

３０  

２９  

１０  

５２ 

３０ 

２８ 

２０ 

計 １１４ １１４ １２２  １３０ 

合         計 ４１６ ４３４ ４４２  ４５０ 

   附 則 

 この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１１年１２月１６日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１２年６月２２日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１３年１月６日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１３年６月２１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成１４年度につ

いては、次の表のとおりとする。 

 課 程 専    攻  
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博士前期課程 

 

機械システム工学専攻 

電子情報工学専攻 

物質工学専攻 

造形工学専攻 

応用生物学専攻 

高分子学専攻 

デザイン経営工学専攻 

先端ファイブロ科学専攻

人 

５２ 

６１ 

７５ 

７５ 

４７ 

５４ 

１０ 

４４ 

計 ４１８ 

博士後期課程 

機能科学専攻 

材料科学専攻 

情報・生産科学専攻 

先端ファイブロ科学専攻

５１ 

３０ 

２７ 

３０ 

計 １３８ 

合      計 ５５６ 

   附 則 

１ この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に博士後期課程先端ファイブロ科学専攻に入学した者の修了の要件は、

この学則施行後も、なお従前の例による。 

   附 則 

 この学則は、平成１５年１月２３日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行前に博士後期課程先端ファイブロ科学専攻に入学した者の修了の要件につ

いては、この学則の施行後も、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、平成１６年４月９日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成１６年度につ

いては、次の表のとおりとする。 

 

 課 程 

 

     専     攻 

 

  収 容 定 員 

 

博士課程 

前期 

 

 

機械システム工学専攻 

電子情報工学専攻 

物質工学専攻 

造形工学専攻 

建築設計学専攻 

応用生物学専攻 

高分子学専攻 

デザイン経営工学専攻 

先端ファイブロ科学専攻 

 

人

６８

８０

８４

７４

１５

６８

６８

２０

４４
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       計 

 

５２１

 

博士後期 

課程 

 

機能科学専攻 

材料科学専攻 

情報・生産科学専攻 

先端ファイブロ科学専攻 

 

５１

３０

２７

３０

 

        計 

 

１３８

 

      合       計 

 

６５９

   附 則 

 この学則は、平成１７年３月１７日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成１７年１２月１日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成１８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正前の学則による博士前期課程の電子情報工学専攻及び高分子学専攻並びに博士後期課

程の機能科学専攻、材料科学専攻及び情報・生産科学専攻は、改正後の学則の規定にかかわ

らず、当該専攻に学生が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 前２項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会が定める。 

５ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成１８年度及び

平成１９年度については、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成１８

年度 
平成１９

年度 
 

博士前期課程 
 

電 子 情 報 工 学 専 攻

高 分 子 学 専 攻

応 用 生 物 学 専 攻

生 体 分 子 工 学 専 攻

高 分 子 機 能 工 学 専 攻

物 質 工 学 専 攻

人

４０ 

３４ 

６９ 

３５ 

３５ 

８７ 

人

 

 

７０ 

７０ 

７０ 

９０ 

 電 子 シ ス テ ム 工 学 専 攻

情 報 工 学 専 攻

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

デ ザ イ ン 経 営 工 学 専 攻

造 形 工 学 専 攻

デ ザ イ ン 科 学 専 攻

建 築 設 計 学 専 攻

先 端 フ ァ イ ブ ロ 科 学 専 攻

３０ 

３０ 

７４ 

２４ 

５７ 

１４ 

３５ 

４４ 

６０ 

６０ 

８０ 

２８ 

５０ 

２８ 

４０ 

４４ 

計 ６０８ ６９０ 
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博士後期課程 機能科学専攻
材料科学専攻 

情報・生産科学専攻 
生命物質科学専攻 

設計工学専攻 
造形科学専攻 

先端ファイブロ科学専攻 

３４ 

２０ 

１８ 

１８ 

１０ 

８ 

３０ 

１７ 

１０ 

９ 

３６ 

２０ 

１６ 

３０ 

計 １３８ １３８ 

合         計 ７４６ ８２８ 

   附 則 

 この学則は、平成１８年６月１５日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成２０年１月１７日から施行し、平成１９年１２月２６日から適用する。 

   附 則 

 この学則は、平成２０年３月１４日から施行する。   

   附 則 

 この学則は、平成２１年１月８日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、平成２１年２月１９日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成２２年度につ

いては、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 収容定員

博士前期課程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
応用生物学専攻 
生体分子工学専攻 
高分子機能工学専攻 
物質工学専攻 
電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械システム工学専攻 
デザイン経営工学専攻 
造形工学専攻 
デザイン科学専攻 
建築設計学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

人

７０ 

７０ 

７０ 

９０ 

６０ 

６０ 

８０ 

２８ 

５０ 

２８ 

４０ 

４４ 

２２ 

計 ７１２ 
博士後期課程 

 
 
 
 

生命物質科学専攻 
設計工学専攻 
造形科学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 

５４ 

３０ 

２４ 

３０ 

計 １３８ 

合       計   ８５０ 

   附 則 
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１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成２３年度及び

平成２４年度については、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成２３

年度 
平成２４

年度 
 
博士前期課程 

 
応用生物学専攻 
生体分子工学専攻 
高分子機能工学専攻 
物質工学専攻 
電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械システム工学専攻 
デザイン経営工学専攻 
造形工学専攻 
デザイン科学専攻 
建築設計学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

人

７５

７０

７０

９３

７０

７０

９５

３２

５０

３１

４５

５２

４４

人 
８０ 
７０ 
７０ 
９６ 
８０ 
８０ 

１１０ 
３６ 
５０ 
３４ 
５０ 
６０ 
４４ 

計 ７９７ ８６０ 
博士後期課程 生命物質科学専攻 

設計工学専攻 
造形科学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 

５１

２９

２４

２８

４８ 
２８ 
２４ 
２６ 

計 １３２ １２６ 
合       計 ９２９ ９８６ 

   附 則 

１ この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成２４年度及び

平成２５年度については、次の表のとおりとする。 

 

課   程 専      攻 
平成２４

年度 
平成２５

年度 
 
博士前期課程 

 
応用生物学専攻 
生体分子工学専攻 
高分子機能工学専攻 
物質工学専攻 
電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械システム工学専攻 
デザイン経営工学専攻 
造形工学専攻 
デザイン科学専攻 
建築設計学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

人

８０

７０

７０

９６

８０

８０

１１０

３６

５０

３４

５０

６０

４４

人 
８０ 
７０ 
７０ 
９６ 
８０ 
８０ 

１１０ 
３６ 
５０ 
３４ 
５０ 
６０ 
４４ 

計 ８６０ ８６０ 
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博士後期課程 生命物質科学専攻 
設計工学専攻 
造形科学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

４８

２８

２４

２６

６

４５ 
２７ 
２４ 
２４ 
１２ 

計 １３２ １３２ 
合       計 ９９２ ９９２ 

   附 則 

 この学則は、平成２５年７月２５日から施行する。 

   附 則 

１ この学則は、平成２６年４月１日（ 以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正前の学則による博士前期課程の造形工学専攻、デザイン科学専攻及び建築設計学専攻

並びに博士後期課程の造形科学専攻は、改正後の学則の規定にかかわらず、当該専攻に学生

が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 前２項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。 

５ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成２６年度及び

平成２７年度については、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成２６年度 平成２７年度 
 
博士前期課程 

 
造形工学専攻 
デザイン科学専攻 
建築設計学専攻 
応用生物学専攻 
生体分子工学専攻 
高分子機能工学専攻 
物質工学専攻 
電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械システム工学専攻 
デザイン経営工学専攻 
デザイン学専攻 
建築学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

人

２５

１７

２５

８０

７０

７０

９６

８０

８０

１１０

３６

２５

７５

６０

４４

人 
  
  
  

８０ 
７０ 
７０ 
９６ 
８０ 
８０ 

１１０ 
３６ 
５０ 

１５０ 
６０ 
４４ 

計 ８９３ ９２６ 
博士後期課程 造形科学専攻 

生命物質科学専攻 
設計工学専攻 
デザイン学専攻 
建築学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

１６

４５

２７

５

７

２４

１８

８ 
４５ 
２７ 
１０ 
１４ 
２４ 
１８ 

計 １４２ １４６ 
合計 １，０３５ １，０７２ 

   附 則 

16



１ この学則は、平成２７年４月１日（ 以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正前の学則による博士前期課程の生体分子工学専攻、高分子機能工学専攻、物質工学専

攻及び機械システム工学専攻並びに博士後期課程の生命物質科学専攻は、改正後の学則の規

定にかかわらず、当該専攻に学生が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 施行日前から引き続き在学する学生の教育課程、履修方法等については、改正後の学則の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 前２項の規定に係る経過的措置その他の必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定める。 

５ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成２７年度及び

平成２８年度については、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成２７年度 平成２８年度 
 
博士前期課程 

 
生体分子工学専攻 
高分子機能工学専攻 
物質工学専攻 
機械システム工学専攻 
応用生物学専攻 
材料創製化学専攻 
材料制御化学専攻 
物質合成化学専攻 
機能物質化学専攻 
電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械物理学専攻 
機械設計学専攻 
デザイン経営工学専攻 
デザイン学専攻 
建築学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

人

３５

３５

４８

５５

８０

３３

３２

３３

３２

９０

８６

３７

３０

３８

５０

１５０

６５

４４

人 
 
 
 
 

８０ 
６６ 
６４ 
６６ 
６４ 

１００ 
９２ 
７４ 
６０ 
４０ 
５０ 

１５０ 
７０ 
４４ 

計 ９７３ １０２０ 
博士後期課程 造形科学専攻 

生命物質科学専攻 
バイオテクノロジー専攻 
物質・材料化学専攻 
電子システム工学専攻 
設計工学専攻 
デザイン学専攻 
建築学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

８

３０

６

１３

５

２８

１０

１４

２４

１８

 
１５ 
１２ 
２６ 
１０ 
２９ 
１５ 
２１ 
２４ 
１８ 

計 １５６ １７０ 
合計 １，１２９ １，１９０ 

 

  附 則 

 この学則は、平成２７年７月１日から施行する。 

  附 則 

１ この学則は、平成  年  月  日から施行する。 
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２ 改正後の第６条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成２９年度につ

いては、次の表のとおりとする。 

課   程 専      攻 平成２９年度

 
博士前期課程 

 
応用生物学専攻 
材料創製化学専攻 
材料制御化学専攻 
物質合成化学専攻 
機能物質化学専攻 
電子システム工学専攻 
情報工学専攻 
機械物理学専攻 
機械設計学専攻 
デザイン経営工学専攻 
デザイン学専攻 
建築学専攻 
京都工芸繊維大学・チェンマイ

大学国際連携建築学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

人

８０

６６

６４

６６

６４

１００

９２

７４

６０

４０

５０

１４６

４

７０

４４

計 １，０２０

 
博士後期課程 

バイオテクノロジー専攻 
物質・材料化学専攻 
電子システム工学専攻 
設計工学専攻 
デザイン学専攻 
建築学専攻 
先端ファイブロ科学専攻 
バイオベースマテリアル学専攻 

１８

３９

１５

３０

１５

２１

２４

１８

計 １８０

合計 １，２００
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京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授会規則 

 

平成２７年３月１１日制定 

最終改正 平成２７年８月１日 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則（平成１６

年４月１日制定。以下「組織規則」という。）第２６条の４の規定に基づき、研究科

教授会に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 研究科教授会は、工芸科学研究科の教育研究を担当する専任の教授（以下「構

成員」という。）をもって組織する。 

 （審議事項等） 

第３条 研究科教授会は、組織規則第２６条の２の規定に基づき、学長が研究科に係

る次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

 (1) 学生の入学及び課程の修了 

 (2) 学位の授与 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の

意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 研究科教授会は、前項に規定するもののほか、研究科に係る教育研究に関する事項の

うち、主として教育活動に係るものについて審議し、及び学長又は研究科長の求めに応

じ、意見を述べることができる。  

 （議長） 

第４条 研究科教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。 

２ 議長は、研究科教授会を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは、学域長のうちからあらかじめ研究科長が指名する者が

議長の職務を代行する。 

 （会議） 

第５条 研究科教授会は、学長又は研究科長が必要と認めたときに開催する。ただし、

構成員の４分の１以上が会議に付する事項を示して請求したときは、この限りでな

い。 

２ 研究科教授会は、別に定める場合を除き、構成員の３分の２以上の出席がなけれ

ば議事を開き議決することができない。 

３ 前項の場合において、休職中の者、海外渡航中の者、１か月以上にわたる休暇中

の者及び１か月以上にわたる研修中の者の数は、構成員の数から除外するものとす

る。 

４ 学長又は研究科長が必要と認めたときは、構成員以外の役員又は職員を研究科教

授会に出席させることができる。 

５ 前項の出席者は、議決に加わる権利を有しない。 

 （議決） 

1



第６条 研究科教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席者の過半数の同意でこ

れを決し、可否同数のときは議長が決する。 

２ 前項の議決には、議長はこれに加わる権利を有しない。 

 （委員会） 

第７条 研究科教授会に、委員会その他の組織（以下「委員会等」という。）を置くこ

とができる。  

２ 委員会等には、准教授その他の職員を加えることができる。  

３ 委員会等は、審議結果を研究科教授会に報告しなければならない。  

 （事務） 

第８条 研究科教授会の事務は、総務課研究科等事務室において処理する。 

 （その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、研究科教授会の運営に関し必要な事項は、研

究科教授会の議を経て、学長の了承を得て研究科長が定める。 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 
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